
令和 6年 5月 16日 

 

令和６年度多文化共生社会の構築に関する万国津梁会議運営等支援業務 

質問事項への回答について 

 
 

No 仕様書の項目 質 問 内 容 回答 

１ 

 

 

 

 

 

6業務内容 

（1）議論するテーマの設定及び

議論の進め方の検討 

②会議のスケジュールについ

ては、令和７年８月初旬までに

中間取りまとめができる構成

とすること。 

 

・本事業は令和 7年 3月末に事業終

了とありますが、中間取りまとめは令

和 7年 8月で間違いないでしょう

か。その場合、令和 7年度以降も継続

的に業務が発生することを示唆して

いるのでしょうか。 

 

・記載誤りになります。「６ 業務内

容」記載の会議のスケジュールにつ

いては、令和６年８月初旬までの中

間とりまとめになります。よって、現

時点で令和７年度以降も継続的に業

務が発生することを示唆するもので

はありません。 

2 

 

 

 

 

 

６ 業務内容 

⑶ 議論内容の整理及び中間報

告書の作成 

万国津梁会議において議論し

た内容等を整理するとともに、

随時中間報告書の作成を行

う。 

・会議は全体で4回予定されています

が、そのうち「随時中間報告書の作

成」が意味することは、中間報告書を

4回作成するということでしょうか。 

 

 

・中間報告書は会議のたたき台とな

るものを指しており、会議結果や事

務局との調整により、随時修正・作

成していくことを想定しております。 

3 ⑵ 万国津梁会議の運営支援 

④ 会議録（概要版及び詳細版）

の作成 

 

・この中間報告書は、会議運営支援に

含まれる 

「④会議録」とは異なるものを指しま

すか。 

・会議録の作成は各会議の記録の作

成を想定しており、「中間報告書」と

「会議録」は異なります。 

 

4 

 

 

 

 6業務内容（２）運営支援  

③会場の確保 

会場は、県庁内を想定されていま

すか？ 

・基本的に会場は沖縄県庁内を

想定しておりますが、県庁内に限

るものではありません。 

 
5 
 

 

８ 成果品 

⑶ 本会議で提案された内容の

中間報告書（20 部） 

 

成果品として提出すべき中間報告書

は、上記の質問２であげた中間報告書

とは別でしょうか。 

 

 

・上記の質問 No.２であげた中間報

告書になります。 

6 その他 

 

 

・有識者（委員）の選定はどのようにさ

れるのでしょうか。また、どのような

方々が有識者（委員）として選定され

ている（またはされる予定）でしょう

か。 

 

・委員の選定については委託業務に

入っていないため、選定プロセスへ

の回答は差し控えさせていただきま

す。 

7 その他 

 

・有識者選定の過程において、受託事

業者が関わることは可能でしょうか。 

・質問No.6に関連しますが、委員の

選定については本委託業務に入っ

ていないため、選定プロセスへの回

答は差し控えさせていただきます。 

 

 


